
委員会名
（定数）

総務
（6名）

文教
（6名）

厚生
（6名）

建設
（5名）

所管事項

企画戦略部、総務部、
財務部、会計課、監査
委員及び選挙管理委員
会の所管に属する事項
並びに他の常任委員会
に属さない事項

教育委員会の所管に
属する事項

魅力創造部、こど
も・健康スポーツ
部、福祉部及び環境
部の所管に属する事
項

都市デザイン部、都
市マネジメント部、
上下水道部及び農業
委員会の所管に属す
る事項

委員会名
（定数）

議会運営委員会
(9名）

付議事件

地方自治法第109条
第3項に規定された
事項及び議会だより
の編集に関する事項

委員会名
（定数）

議会改革
（21名）

市庁舎建設事業等に関

する

（21名）

県立医科大学・附属病
院を核としたまちづく

り事業等に関する

（21名）

市スポーツ施設の活用

及び整備等に関する

（21名）

付議事件 議会改革について
市庁舎建設事業等に
関すること

奈良県立医科大学・
附属病院を核とした
まちづくり事業等に
関すること

市スポーツ施設の活
用及び整備等に関す
ること

※予算・決算特別委員会については、必要に応じて設置します。

常任委員会 

議会運営委員会 

特別委員会 


